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建
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十
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号
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士
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三
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和
五
年
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建
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五
号

建
築
士
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九
条
第
一
項
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三
号
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該
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す
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た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

及
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吾
郎

二
級
建
築
士

第
三
千
五
百
六
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

金
野　

昭

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
九
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

菅
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武
司

二
級
建
築
士

第
四
千
三
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

今
野　

善
勝

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
三
十

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

一
号

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

吉
田　

信
也

二
級
建
築
士

第
五
千
二
百
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

平　

仁
二

二
級
建
築
士

第
五
千
四
百
六
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

佐
藤　

登

二
級
建
築
士

第
六
千
百
九
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

藤
田　

幸
治

二
級
建
築
士

第
六
千
二
百
五
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

郷
古　

勝
雄

二
級
建
築
士

第
七
千
二
百
七
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

佐
藤　

勇

木
造
建
築
士

第
七
十
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

高
橋　

靜
雄

二
級
建
築
士

第
九
百
三
十
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

土
橋　

徳
義

二
級
建
築
士

第
千
三
百
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

今
野　

勝
清

二
級
建
築
士

第
千
三
百
五
十
四

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

星　

正
朗

二
級
建
築
士

第
千
四
百
五
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

伊
藤　

次
男

二
級
建
築
士

第
千
四
百
九
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

江
口　

好
美

二
級
建
築
士

第
千
八
百
二
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

岩
見　

光

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

佐
々
木　

信

次

二
級
建
築
士

第
二
千
八
百
五
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

小
川　

和
夫

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

平
塚　

光
郎

二
級
建
築
士

第
二
千
九
百
三
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

佐
藤　

三
義

二
級
建
築
士

第
三
千
四
百
二
十

八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

米
倉　

啓

二
級
建
築
士

第
三
千
七
百
二
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

半
澤　

知
三

二
級
建
築
士

第
三
千
九
百
九
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

菅
野　
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一

二
級
建
築
士
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四
千
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百
四
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士
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五
年
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月
十
七
日
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澤　
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二
級
建
築
士
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四
千
四
百
四
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

吉
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安
郎

二
級
建
築
士
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五
千
八
百
三
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建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

加
藤　

政
義

二
級
建
築
士

第
六
千
百
九
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

三
浦　

睦
徳

二
級
建
築
士

第
六
千
三
百
八
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

今
野　

俊
夫

二
級
建
築
士

第
六
千
五
百
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

尾
形　

清
幸

二
級
建
築
士

第
七
千
八
百
三
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

小
岩　

良
一

二
級
建
築
士

第
八
千
四
百
十
二

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

水
本　

信
夫

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

伊
藤　

伸
幸

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
十
一

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

小
野　

正
文

二
級
建
築
士

第
四
千
五
百
三
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

阿
部　

隆
一

二
級
建
築
士

第
四
千
六
百
九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

井
上　

代
志

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
九
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

河
村　

光
正

二
級
建
築
士

第
四
千
七
百
九
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

山
田　

朝
邦

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
二
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

小
野　

春
利

二
級
建
築
士

第
四
千
九
百
三
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

但
木　

勲

二
級
建
築
士

第
五
千
七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

寒
河
江　

詔

治

二
級
建
築
士

第
五
千
五
十
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

白
澤　

努

二
級
建
築
士

第
五
千
百
八
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

佐
竹　

利

二
級
建
築
士

第
五
千
百
七
十
五

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

吉
田　

徳
司

二
級
建
築
士

第
五
千
八
百
九
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

関　

進

二
級
建
築
士

第
六
千
九
十
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

笠
原　

吉
太

郎

二
級
建
築
士

第
六
千
百
九
十
三

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

千
葉　

勝
敏

二
級
建
築
士

第
六
千
三
百
二
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

菅
原　

清
美

二
級
建
築
士

第
六
千
三
百
四
十

九
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

岩
井　

隆
太

郎

二
級
建
築
士

第
六
千
五
百
六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

森
谷　

益
夫

二
級
建
築
士

第
六
千
七
百
十
九

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

門
間　

幸
一

二
級
建
築
士

第
六
千
七
百
九
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

井
上　

經
勝

二
級
建
築
士

第
七
千
四
百
六
十

二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

小
松　

善
男

二
級
建
築
士

第
七
千
五
百
三
十

七
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

佐
々
木　

正

貴

二
級
建
築
士

第
八
千
二
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

斉
藤　

健
一

二
級
建
築
士

第
八
千
八
十
三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

千
葉　

清
志

二
級
建
築
士

第
八
千
百
七
十
八

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

藤
嶋　

實

二
級
建
築
士

第
八
千
三
百
三
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

佐
藤　

正
徳

二
級
建
築
士

第
八
千
三
百
四
十

四
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

渋
谷　

健
治

二
級
建
築
士

第
八
千
六
百
九
十

五
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

千
葉　

栄
喜

二
級
建
築
士

第
九
千
三
百
三
十

三
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

佐
藤　

哲
雄

二
級
建
築
士

第
一
万
九
百
九
十

六
号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

令
和
五
年
八
月
十
七
日

猪
野　

健
一

二
級
建
築
士

第
一
万
千
六
百
十

号

建
築
士
法
第
九
条
第
一
項

第
三
号
に
該
当
す
る
た
め

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
鳴
瀬
川
沿
岸
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
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令
和
五
年
八
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

駒　
　

井　
　

達　
　

貴　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
五
年
七
月
二
十
四
日

佐　

藤　

浩　

之

加
美
郡
加
美
町
羽
場
字
屋
敷
二
十
四
番
地

監

事

令
和
五
年
七
月
二
十
四
日

佐
々
木　

庄　

一

大
崎
市
松
山
須
摩
屋
字
天
道
原
五
十
二
番

地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
五
年
五
月
十
四
日

髙　

橋　

新　

市

加
美
郡
加
美
町
羽
場
字
屋
敷
五
十
番
地

監

事

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
巻
市
北
方
土
地
改

良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
八
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

石　
　

川　
　

佳　
　

洋　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
五
年
七
月
二
十
日

髙　

橋　

武
一
郎

石
巻
市
桃
生
町
太
田
字
薬
田
百
三
十
三
番

地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

三　

浦　

尊　

徳

石
巻
市
三
輪
田
字
竹
ノ
迫
六
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

髙　

橋　

宏　

志

石
巻
市
桃
生
町
新
田
字
西
町
二
十
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

山　

内　

和　

彦

石
巻
市
飯
野
字
外
吉
野
四
十
八
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

西　

條　

和　

則

石
巻
市
桃
生
町
牛
田
字
雷
百
五
十
一
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

及　

川　

英
一
郎

石
巻
市
小
船
越
字
二
子
北
上
一
番
地
三

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

千　

葉　

栄　

光

石
巻
市
飯
野
字
髙
屋
敷
二
十
三
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

梶　

原　

敏　

彦

石
巻
市
大
森
字
町
四
十
二
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

髙　

橋　
　
　

勝

石
巻
市
桃
生
町
神
取
字
屋
敷
四
番
地
一

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

佐
々
木　

正　

利

石
巻
市
桃
生
町
城
内
字
西
嶺
三
十
三
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

佐　

藤　

隆　

一

石
巻
市
小
船
越
字
四
番
一
江
百
三
十
三
番

地
五

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

佐
々
木　

一　

浩

石
巻
市
桃
生
町
永
井
字
新
山
五
十
七
番
地

二

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

髙　

橋　

伸　

輔

石
巻
市
桃
生
町
高
須
賀
字
下
畑
六
十
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

武　

山　
　
　

学

石
巻
市
小
船
越
字
屋
浦
十
八
番
地
三

監

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

岸　

野　

正　

幸

石
巻
市
桃
生
町
寺
崎
字
八
木
一
番
地
三

監

事

令
和
五
年
七
月
二
十
日

木　

村　

勘　

逸

石
巻
市
桃
生
町
太
田
字
溜
畑
二
十
番
地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
五
年
七
月
十
九
日

髙　

橋　

武
一
郎

石
巻
市
桃
生
町
太
田
字
薬
田
百
三
十
三
番

地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

三　

浦　

尊　

徳

石
巻
市
三
輪
田
字
竹
ノ
迫
六
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

髙　

橋　

宏　

志

石
巻
市
桃
生
町
新
田
字
西
町
二
十
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

山　

内　

和　

彦

石
巻
市
飯
野
字
外
吉
野
四
十
八
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

西　

條　

和　

則

石
巻
市
桃
生
町
牛
田
字
雷
百
五
十
一
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

及　

川　

英
一
郎

石
巻
市
小
船
越
字
二
子
北
上
一
番
地
三

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

千　

葉　

栄　

光

石
巻
市
飯
野
字
髙
屋
敷
二
十
三
番
地

理

事
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令
和
五
年
七
月
十
九
日

梶　

原　

敏　

彦

石
巻
市
大
森
字
町
四
十
二
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

佐
々
木　

正　

利

石
巻
市
桃
生
町
城
内
字
西
嶺
三
十
三
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

髙　

橋　

伸　

輔

石
巻
市
桃
生
町
高
須
賀
字
下
畑
六
十
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

鈴　

木　
　
　

博

石
巻
市
桃
生
町
神
取
字
屋
敷
三
十
九
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

星　
　
　
　
　

茂

石
巻
市
小
船
越
字
大
縄
場
百
三
十
九
番
地

一

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

森　

山　
　
　

徹

石
巻
市
桃
生
町
永
井
字
新
山
四
十
六
番
地

理

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

武　

山　
　
　

学

石
巻
市
小
船
越
字
屋
浦
十
八
番
地
三

監

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

阿　

部　

秀　

治

石
巻
市
桃
生
町
中
津
山
字
内
八
木
十
五
番

地

監

事

令
和
五
年
七
月
十
九
日

榊　

田　

有　

司

石
巻
市
桃
生
町
樫
崎
字
東
舘
五
十
番
地

監

事

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
五
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
登
米
吉
田
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
五
年
八
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

石　
　

川　
　

佳　
　

洋　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

堀　

内　

邦　

彦

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
貝
待
井
四
百
四
十

三
番
地
一

監

事

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

高　

橋　

眞　

一

登
米
市
登
米
町
小
島
西
岡
谷
地
百
三
十
番

地

監

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
五
年
七
月
三
十
日

堀　

内　

邦　

彦

登
米
市
米
山
町
字
桜
岡
貝
待
井
四
百
四
十

三
番
地
一

監

事

令
和
五
年
七
月
三
十
日

高　

橋　

保　

勇

登
米
市
登
米
町
大
字
日
根
牛
五
郎
峯
三
十

番
地

監

事

令
和
五
年
七
月
三
十
日

高　

橋　

眞　

一

登
米
市
登
米
町
小
島
西
岡
谷
地
百
三
十
番

地

監

事

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

令
和
五
年
八
月
二
十
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一�　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

多
賀
城
市
市
川
字
伏
石
十
五
番
一
の
一
部
、
十
六
番

二
、
十
六
番
四
、
十
七
番
、
十
七
番
一
、
十
七
番
三
、
十

八
番
、
十
九
番
一
、
二
十
番
一
、
二
十
一
番
一
、
二
十
二

番
、
二
十
三
番
、
二
十
四
番
、
二
十
五
番
、
二
十
六
番
一
、

二
十
七
番
一
、
二
十
八
番
一
、
二
十
九
番
一
、
三
十
番
一
、

三
十
一
番
一
、
三
十
二
番
一
、
三
十
二
番
二
、
三
十
三
番

一
、
三
十
三
番
三
、
三
十
四
番
一
、
三
十
四
番
四
の
一
部
、

十
八
番
地
先
の
道
の
一
部
、
三
十
一
番
一
地
先
の
水
の
一

部

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

仙
台
市
青
葉
区
錦
町
一
丁
目
十
二
番
三
号

�

株
式
会
社
リ
ト
ル
ベ
ア
ー　
　
　


